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国府支援学校スクールバスの事案について

１ 事案概要

（１）発生日時

令和５年１０月１８日（水曜日）１５時２０分頃

（２）発生場所

徳島駅前（徳島市寺島本町西１丁目６１番地）

（３）運行車

県有スクールバス

（４）経緯

児童生徒１６人を乗せたスクールバスが徳島駅前バス停に到着し、８名が降車し

た。生徒２人を誤って、本来預けるべき放課後等デイサービス事業所とは違う事業

所の職員に引き継いだ。それに気づいた他の放課後等デイサービス事業所の職員が

本来の放課後等デイサービス事業所が到着するまで見守り、２人の生徒を引き継い

だ。

２ 再発防止について

添乗員が生徒を降車させる際に、本来引き継ぐべき放課後等デイサービス事業所

の確認ができていなかったため、次のとおり、安全管理の一層の徹底について図った。

（１）全ての特別支援学校に対して文書で通知し､安全管理マニュアルの運用について､

再度周知徹底を図った。

（２）児童生徒降車時の引継ぎにおいて、放課後等デイサービス事業所名の声出し確認

を行うなど、事業所の確認を徹底する。


